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はじめに

はじめに これまでの
検討経過

庁内検討委
員会の検討

今後について

25分程度 35分程度

■説明の流れ



■本日の目的

報告書Ｐ１はじめに

吉祥寺東町１丁目市有地の利活用
について、土地取得の経過を踏ま
え、検討を深めて参りました。

この度、利活用の方向性を決定し、
庁内検討委員会の報告書がまとま
りましたので、中間のまとめにて
お寄せいただいたご意見も含めて、
その内容についてご説明するもの
です。



■土地取得の経緯・背景

■平成23年
故平井澄子医師より、福
祉的利用を目的に居宅
兼診療所だった土地建物

の遺贈を受けました。

■平成29年
家屋は老朽化のため活用
を断念し解体しました。
北側隣接を取得し、敷地
を拡充しました。

はじめに 報告書Ｐ１



■土地の概要
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報告書Ｐ１～３はじめに



１これまでの検討経過

はじめに これまでの経過

■利活用検討に至る背景と検討方針

■H26.５ 遺贈を受け、建物調査を行うとともに、庁内に検討
チームを設置し、テンミリオンハウスなどの設置可能
性について検討を開始しました。

■H28 市長より、福祉を幅広く捉え、市政の課題、地域の
課題解決のための活用について、小規模、複合化、多
機能化の方向で施設整備を検討していくことを議会に
て説明しました。

■H30.３ 「公民連携（PPP）に関する基本的な考え方及び運
用ガイドライン」を策定しました。



■H30.10 土地取得の経過を踏まえ、故人の遺志を尊重し

「地域に愛される福祉施設」の整備に向け、福祉

を幅広に捉えて利活用検討を開始しました。

検討にあたっては、平成30年に策定したPPPガイ

ドラインに沿って公民連携手法も含めた最適な手

法の検討を開始しました。

報告書Ｐ１

■利活用検討に至る背景と検討方針

はじめに これまでの経過



■PPPとは何か？なぜPPPを検討するのか？

■民間活力を最大限活かして、市と連携して公共・公益サービ

スを提供する手法を一般に「公民連携（PPP/Public Private 

Partnership)」といいます。

■国は、公共事業コストの削減、より質の高い公共サービスの

提供を目指すため、平成11年に「民間資金等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI法）」を施行し、

現在では様々制度の拡充が図られています。事業を実施する

場合には、公民連携手法を検討するよう要請を受けています。

はじめに これまでの経過 報告書Ｐ２９



■複雑化、多様化する公共的な課題に的確に対応していくため

には、「事業の最適化」の観点から、行政だけではなく市民、

NPO、企業などが個々の強みを活かしながら、効果的に取り

組むことが重要となっている。

■事業実施にあたっては、従来の枠組みにとらわれることなく、

公民連携手法も含めた様々な手法の中から、常に最適な手法を

選択することが必要です。

■PPPガイドライン策定に至る背景
～「公民連携（PPP）に関する基本的な考え方及び運用ガイドライン」～

はじめに これまでの経過 報告書Ｐ27



■平成30年３月に「PPPガイドライン」を定め、事業検討段階

における全ての事業について、市民や議会、事業者との対話

を行いながら公共課題とその解決方法を検討し、最適な事業

手法を検討・選択する事としました。

本件も「PPPガイドライン」に沿って検討を進めてきました。

■ガイドライン策定に至る背景
～「公民連携（PPP）に関する基本的な考え方及び運用ガイドライン」～

はじめに これまでの経過 報告書Ｐ１



■全８回
福祉・子ども・
教育部門職員

■民間事業者対話
（サウンディング型市場
調査）５事業者参加

■意見交換会
東コミセン
武蔵野公会堂
総合体育館
22名参加

■検討の経過

市民ワークショップ 有識者検討 庁内検討

Ｈ30.10～ Ｒ１.８～ （Ｒ２） Ｒ３.９～ ～Ｒ４.７

■30名 全３回
東町在住市民

■参考施設見学会
任意参加

■意見交換会
武蔵野公会堂
14名参加

■民間事業者対話
（サウンディング型市
場調査）５事業者参加

■全５回
有識者・市民
委員・市職員

■参考施設見学

■中間のまとめ
（パブコメ）
８名 31意見

■中間のまとめ
（パブコメ）
７名 12意見

報告書Ｐ３～９

H30.３「公民連携（PPP）に関する基本的な考え方及び運用ガイドライン」策定

はじめに これまでの経過



■ワークショップの振り返り（概要）

1回目 ２回目 ３回目

Ｈ30.10.17 Ｈ30.12.11 Ｒ１.５.19

■プロジェクト用地の過

去・現在・未来を知ろ
う

■利用イメージを物語に

してみよう
■私たちの夢の『場』物

語発表

■多機能化と複合化を考

えよう

■コンセプトと使い方を

考えよう

■施設の運営をイメージ

しよう

■配置計画を考えよう

■必要な機能の整理

■運営の関り方を考える

■検討結果の発表

■検討委員会への手紙

Ｈ30 Ｒ１

報告書Ｐ３はじめに これまでの経過



■ワークショップでは・・・
1回目

はじめに これまでの経過



■福祉施設見学ツアーを行いました

市内の福祉施設４か所を見学しました。

①北町高齢者センター（みずきっこ）

②テンミリオンハウス くるみの木

③すくすく泉

④ナースケアたんぽぽの家

はじめに これまでの経過



２回目

■市有地を活用した公民連携事例を紹介しました

はじめに これまでの経過



３回目

■サウンディング調査の結果と参考施設の見学結果
を報告しました

①はつらつセンター豊玉

②暮らしの保健室

はじめに これまでの経過



■グループごとに提案内容を発表しました

■本地で実現したい機能について
・運営のあり方や空間構成、周辺環境への配慮
にも触れつつ議論、検討を行った。

・誰もが身近で気軽に立ち寄れる場、多世代交
流の促進のほか、みんなの食堂、キッチン、
常設の相談機能を望む声や、地域医療拠点、
在宅介護支援の必要性などの意見があった。

はじめに これまでの経過



■個人の思いをお手紙に託していただきました。

はじめに これまでの経過



■有識者検討委員会の検討概要

ワークショップ等の提案により導かれた場のあり方

ワークショップでの検討経過を最大限尊重したうえで、「武蔵野市
ならではの地域共生社会の推進」を目指して、本地に真に適

しているものは何かという視点で議論を行いました。

ワークショップ等
提案要素

導かれた
公共・地域課題

地域課題解決の
ための場のあり方

・多目的スペース、
おしゃべりサロン

・みんなの食堂、
キッチン

・テンミリ
・保育一時預かり
・暮らしの保健室
・看護小規模多機能型
居宅介護サービス

・ショートステイ
・診療所 等

・多世代交流、気軽な交流
の場の不足

・地域の人材育成拠点の創
出

・小中高生の居場所不足
・孤食の解消
・予防介護の実施
・乳幼児とその親への支援
・相談拠点の創出
・在宅介護への支援
・地域医療の不足
・地域との連携

○多世代交流が活性
化、創出される場

〇気軽に立ち寄りた
くなる仕掛け、食
と相談の場の提供

〇支え合いの活動に
よる、担い手発掘
につながる場

〇地域とのつながり、
他の施設との連携
が図れる場

報告書Ｐ４～７はじめに これまでの経過



第六期長期計画から導き出される福祉施設（場）

第六期長期計画
第六期長期計画から導き出される
福祉施設（場）のあり方

(1)市の目指すべき姿と
基本目標

(2)重点施策

(3)健康・福祉分野に
おける基本施策

(4)子ども・教育分野に
おける基本施策

〇（誰もがその人に合った支援が受けられる）地域

共生社会実現の場

〇（支え合いと活躍により）誰もが担い手となる人材

発掘の場

〇地域住民による自主的な活動をするための場

〇青少年が安心して過ごし、集うことができる地域にお

ける多様な居場所、多様な学びの場

〇多世代型の新たなサービスを提供する施設

〇地域特性にあわせた小規模・多機能・複合型の施設

報告書Ｐ４～７はじめに これまでの経過



ワークショップ等と第六期長期計画から導き出される施設コンセプト

地域課題解決の
ための場のあり方

第六期長期計画から導き出される
福祉施設（場）のあり方

・多世代交流が活性化、創出される場
・気軽に立ち寄りたくなる仕掛け、食
と相談の場の提供

・支え合いの活動による、担い手発掘
につながる場

・地域とのつながり、他の施設との連
携が図れる場

・地域共生社会実現の場
・誰もが担い手となる人材発掘の場
・地域住民による自主的な活動をする
ための場

・青少年が安心して過ごし、集うこと
ができる地域における多様な居場所、
多様な学びの場

・多世代型の新たなサービスを提供す
る施設

・地域特性にあわせた小規模・多機
能・複合型の施設

報告書Ｐ４～７

本地に求められる福祉施設コンセプト

～健やかなこころとからだ、くらしを育み地域に広げる～
１ 気軽に立ち寄りたくなる 食や相談を通じて健やかなくらしを支援する場
２ 一人ひとりの利用から 多世代に広がるつながりの場
３ お互いが支え 支えられる 互助・共助を育む場

はじめに これまでの経過



本地に目指す福祉施設のあり方

報告書Ｐ７

本地に求められる福祉施設コンセプト

～健やかなこころとからだ、くらしを育み地域に広げる～
１ 気軽に立ち寄りたくなる 食や相談を通じて健やかなくらしを支援する場
２ 一人ひとりの利用から 多世代に広がるつながりの場
３ お互いが支え 支えられる 互助・共助を育む場

食と相談を通して多世代の結びつきと支え合いを地域に広げる場

機能

■健やかなくらしと交流を育む「食」の場

■敷居の低い「相談」の場

■多世代に広がるつながりの場

ハード

多世代が集う多様な場

ソフト

誰もが担い手になれる
仕組みづくり

支える支える

はじめに これまでの経過



２庁内検討委員会の検討

有識者検討委員会の報告書には・・・
・有識者検討委員会提言内容の実現 ⇒柔軟な発想や運営が必要

・新たな施設であり武蔵野市にとってはチャレンジである
・運営主体や手法、施設規模等について検討の深堀りが必要

庁内検討委員会を設置
・長引く新型コロナウィルス感染症の影響等を整理

・提言を受けた機能は地域にとって必要であると再確認

・「提言内容」を「どの様に実現させるか」の議論を深めた

報告書Ｐ８はじめに これまでの経過 庁内検討委員会



■このたび報告書がまとまりました

■本事業は民間活力を最大限活かして公

益サービスを提供する公民連携手法を
選択することとしました。

■市は財政的な支援などの下支えを行う
とともに民間事業者による施設整備と運
営の側方支援を行っていく事が適切であ
ると整理しました。

食や相談、多世代へ広がるつなが

りの場と、医療・福祉等の機能
とを併設した施設を目指します。

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会



■庁内検討委員会検討の概要

事業主体の検討 事業手法の検討民間事業者との対話 今後の予定

Ⅱ章 誰が Ⅲ章 どの様に Ⅳ章 いつから

■ワークショップ
等での検討振り
返り

■提言内容の実現
に向けて

・市の類似事業や
関連事業の現状
整理

・事例研究

■民間事業者が運
営主体となる場
合の懸念事項等
整理

・提言内容に興味
関心がある事業
者は居るのか

・収益性の確保
・複合的機能に対
応できるのか

■民間活力を最大
限活かした事業
手法について

・公民連携手法の
整理

・本地における最
適な手法は何か

・公民連携の課題
や効果の整理等

・公の支援のあり
方

■今後の予定
・PPPの意思決定
・施設開設までの
スケジュール案

■専門的な知識や
ノウハウを活か
せる民間事業者
が事業主体とな
ることがふさわ
しい。

■民間事業者の興
味・関心はある。

■収益性の見込
める福祉的事業
の併設で可能

■市の支援のあり
方等検討が必要

■事業目的や事業
主体を整理する
と公民連携手法
の選択が良い。

■市有地貸付けに
よる事業実施が
最適である。

■審査委員会にて、
募集要項等の案
を作成する。

■9月には意見募
集等を行う。

■令和4年度末に
優先交渉権者を
選定予定

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会



■中間のまとめにて頂いた主なご意見
１ パブリックコメント（７名 12意見）
①機能について

・この施設のどこが福祉施設なのか
・中高生の居場所としてほしい ・学童や幼稚園の給食調理、食育を
・食を通じた多世代交流は難しい・多世代が集まれるような施設としては
・この地域での食の提供は不要、食で利益を確保するのは無理がある

②公民連携について
・なぜ公民連携なのか、なぜ市が主体的に取り組まないのか

・公民連携は反対

③さらなる意見交換の場を
・地域住民が快く参加できるような施設を期待している

２ 意見交換会（3回 22名参加 21意見）
・地域課題、地域ニーズについて
・サウンディング調査（民間事業者との対話）参加事業者について
・採算性の確保、事業継続性について
・対応可能な事業者について
・地域住民や地域団体の関わり方について
・市の関わり方について
・今後の予定について

報告書Ｐ47～63はじめに これまでの経過 庁内検討委員会



■ご意見を踏まえて

１ この施設は福祉施設なのか

・有識者検討委員会では、ワークショップでの提案を最大限尊重したうえで、

第六期長期計画に掲げる『本市の地域特性に合わせた小規模・多機能・複

合型を基本として、地域共生社会に対応した多世代型の新たサー

ビス施設』となるよう検討を進めてきました。

・また、本地が診療所であったことも踏まえ『保健・医療・教育等の地域生

活に関わるあらゆる組織及び人が連携した支え合いのまちづくり』も視

点に検討を行いました。

・提言内容の実現は、まさに『武蔵野市ならではの地域共生社会の推

進』であり、故人のご遺志を尊重した新たな福祉施設を目指すもの

です。

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会



２ どのような施設になるのか

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会

「食」を通して他の機能へつながるイメージ

報告書P13



２ どのような施設になるのか

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会

複数機能が有機的につながる複合化・多機能化イメージ

報告書P５、P13



２ どのような施設になるのか
【図表７ 多世代の交流型福祉施設を実現するための複合化・多機能化の空間イメージ】 

 

 

 

＜中高生の居場所＞ 

＜キッチン＞ 

＜相談＞ 

＜敷居の低い居場所＞ 

＜身体を動かせる場＞ 

＜乳幼児親子の居場所＞ 

＜エントランス＞ 

【食と相談を通して多世代の結びつきと支え合いを地域に広げる場の空間イメージ】

【提言内容のイメージ】 【相乗効果が期待できる医療・福祉等機能】

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会 報告書P９



■前述の「PPPガイドライン」では、最適な事業手法の選択にあたっ

ては、「市が直営で実施すべき事業かどうか」「民間事業者のノウ

ハウを活かした創意工夫が期待できるか」「市民サービスの向上が

図れるか」「収益性はあるのか」といった全体最適化の視点を

もって、検討を行うこととしています。

■公民連携を考える際に必要なことは以下を整理することです。

①事業の目的は何か（公益性は高いか）

②実施主体は誰か（官か、民か）

３ 本地における最適手法は何か

報告書Ｐ29はじめに これまでの経過 庁内検討委員会



①事業の目的は何か（公益性は高いか）

【本事業の目的】

有識者検討委員会の提言内容『食と相談を通して多世代の結び

つきと支え合いを地域に広げる場』の実現により、第六期長期

計画に掲げる『武蔵野市が目指す地域共生社会を推進する

こと。』です。

公益性は高い

報告書Ｐ29はじめに これまでの経過 庁内検討委員会



【ワークショップで出された個人意見のまとめ】

■医療や福祉機能については、プロフェショナルな分野であり、民

間事業者選びをきちんとして、市にうまくリードして貰いたい。

■子ども食堂の様な長期的、常駐的な運営や安全性が求められるも

のは、NPO等民間団体が適当。

■地域の人たちの交流の場、居場所は地域団体で運営することで、

地域性が強くなる。単発イベント、プログラムは地域団体が自由

に運営する。人材確保には難しい現状があるが、地域団体の意見

も十分に反映される運営になると良い。

■運営の自由度を上げるためにも主として民間団体を選ぶことで、

長期にわたり均一なサービスを受けられる。

■財政的には自治体が主として支え、運営をチェックしつつ運営主

体の創造性と自主性に委ねて欲しい。

②実施主体は誰か（官か、民か）

報告書P10～11はじめに これまでの経過 庁内検討委員会



【本市における食に関する事業主体】

②実施主体は誰か（官か、民か）

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会 報告書P14



②実施主体は誰か（官か、民か）

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会

出典：https://dreamtown.info

【食・居場所に関する取組み事例】

報告書P15

地域リビングプラスワン ／NPO法人



②実施主体は誰か（官か、民か）

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会

【本市における相談事業】

報告書P18

福祉総合相談窓口 健康相談・食事相談

現状 ・相談内容が複雑
→継続的に関わり対応す
るものが多い

・相談内容が匿名性が高い
・電話相談が多い

・月２回、予約制、年間40
件程度

・専門職が対応
・主に高齢者で食生活に関
する相談が多い

・なんでも相談は電話相談
が多い

課題 ・気軽に行ける敷居が低い
場とは別なニーズ

・相談のみで専門職を常駐
は困難
→別の仕掛けが必要



②実施主体は誰か（官か、民か）

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会

【相談に関する取組み事例】

報告書P19

暮らしの保健室 ／NPO法人



②実施主体は誰か（官か、民か）

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会

【本市における多世代交流の場】

報告書P21

テンミリオンハウス花時計

／市民団体

みずきっこ

（北町高齢者センター内）

／地域子育て支援団体



【サウンディング型市場調査結果まとめ】

②実施主体は誰か（官か、民か）

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会 報告書P25

■サウンディング型市場調査とは・・・

市有地などの活用方法の検討にあたって、公募により民間

事業者から広く意見や提案を求め、市との意見交換を通じて、

事業成立の可否や市場性の有無などを把握する調査です。

■サウンディング型市場調査を実施しました

調査実施公表 令和３年 11 月１日 

調査実施期間 令和３年 12 月 20 日～28 日 

参加事業者 ５事業者 

調 査 事 項 ・提言内容実現性についての見解 

・本市に期待する支援等 

 



【サウンディング型市場調査結果まとめ】

②実施主体は誰か（官か、民か）

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会 報告書P2６～27

■わかったこと

・民間事業者の興味関心がある。

・提言内容に収益性の見込める医療・福祉的事業との併用で事業

の実施は可能である。

・提言内容や理念に共感・賛同したという事業者が複数いた。

・手法としては、定期借地による市有地貸付方式の提案と、建物

借受け方式等の提案があった。

■調査を通して見えてきた課題

・事業者によって得意分野が異なるため、複合的機能が求められ

る事業者の選定方法

・市の支援のあり方 等



【実施主体は誰か】

・専門性を有する福祉機能については、ノウハウをもった民間事

業者の実施を求める声が多くあった。

・多世代が交流する場の管理運営は地域団体が関わることで、運

営の自由度等を高めたいという声があった。

・市には、財政的支援や事業全体を通して管理、監督責任をもっ

て貰いたいとの意見があった。

・提言内容の類似事業は、民間事業者等により実施されている。

・サウンディング調査の結果により、民間事業者の関心度、実現

性などがある事が分かった。

民間事業者がふさわしい

報告書Ｐ28はじめに これまでの経過 庁内検討委員会

②実施主体は誰か（官か、民か）



３ 本地における最適手法は何か

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会

■公民連携を考える際に必要なことは以下を整理することです。

①事業の目的は何か（公益性は高いか） 公益性は高い

②実施主体は誰か（官か、民か） 民間事業者が
ふさわしい

民間活力を最大限活かして公益サービスを提供する公民連携を選

択することで、医療・福祉等の機能と、食や相談、多世代へ広が

るつながりの場を併設した施設ができると整理しました。

公民連携とすることで、民間事業者の運営事業者の自由度のほか、

その運営方針に沿った自由度の高い施設整備が可能となります。

報告書Ｐ30



■各主体の役割と関係性イメージ図

 

３ 本地における最適手法は何か

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会

市は、財政的な支援などの下支えを行うとともに、民間事業者に

よる施設整備と運営の側方支援を行っていく事が適切である。

報告書Ｐ30



３ 本地における最適手法は何か

■多種多様な公民連携手法があります

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会 報告書Ｐ30

公共施設を設置して
民間事業者が行政に代わり
行政サービスを提供する手法



３ 本地における最適手法は何か

■多種多様な公民連携手法があります

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会 報告書Ｐ30

公的不動産を活用して
民間事業者が公益性の高い
民間サービスを提供する手法



３ 本地における最適手法は何か

■まとめ

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会 報告書Ｐ31

本地において想定されている事業の目的と事業主体を整理すると、

『公益性は高いが民間で実施されているサービス』となります。

公共施設を設置し行政サービスを提供することが前提となる「公

設民営」や「民設民営」ではなく、市有地を活用して公益性の高

い民間サービスを提供できる「市有地貸付け方式」を選択す

ることが、提言内容の実現には最適であると整理しました。



４ 市民意見反映のあり方

■まとめ

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会 報告書Ｐ33

本市における「市有地貸付け方式」の実績を踏まえ、優先交渉権

者との基本協定締結後、定期借地権設定契約締結までの間、半年

程度の期間を設け、市民に事業内容等を説明する場を設けるとと

もに、可能な範囲で設計等への反映を求めることとしました。

可能な範囲で
設計等への反
映を求める



５ 事業者選定のあり方

■まとめ

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会 報告書Ｐ34～35

主体となる事業者と協力事業者とグループで事業者を公募するこ

とで、本地に求められている全ての事業の実現性が高まります。

そのため、クループでの応募を可としたうえで、グループで募集

要件等を満たす事や、応募受付日以降の構成員の変更等に条件を

付加することなどを検討し、事業者の募集要項等に記載していく

ことを予定しています。



６ 収益性の考え方

■まとめ

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会 報告書Ｐ36

本地に求められている提言内容の実現のため、収益性のある事業

（医療や福祉機能など）に偏らないよう、相乗効果が期待できる

点を事業者選定の際の評価項目に入れるといった事を検討します。

また、食に関する事業については、提案内容が多岐に渡る事が想

定されるため、用途地域制限を踏まえた提案となるよう、募集要

項等の記載を工夫していきます。



７ 公の支援のあり方

■まとめ

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会 報告書Ｐ37～41

本地で求められている事業のみでは収益性が乏しく、また医療、

福祉などの収益施設を併設したとしても、収益の安定性に不安が

残ります。市有地の貸付料の減額や補助金等の財政的支援、ボラ

ンティア等のマッチングや運営等の側方支援の検討が必要です。

本市における福祉的事業において減免にて市有地を貸付けている

実績や、東京都の福祉インフラ整備要綱を参考に、適正な貸付料

の検討や、東京都の新規補助制度との連携を検討していきます。



【参考 東京都の新規補助制度について】

はじめに これまでの経過 庁内検討委員会 報告書Ｐ40



３ 今後について

報告書Ｐ42～43はじめに これまでの経過 庁内検討委員会 今後について

年度 R4 R5 R6

段階

説明

内容

審査委員会

9月中旬
【募集要項等案】
・意見募集
・意見交換会

事業者
公募

審
査

事業者選定
基本協定締結

定期借地権
設定契約締結

4月～9月
【事業内容説明会】

設計・工事

地域団体・ボランティア・運営等調整

事業具体化 事業者選定 設計・工事
事業
実施

庁内検討



ご清聴ありがとうございました


